
 

（別記２ 別紙様式第４号） 

 

令和６年6月14日 

令和５年度女性の労働環境整備・活躍強化事業 

（女性農業者グループの活動支援）計画書 

 

１ 地域取組主体の概要 

名称 鳴門農業女子推進会 

所在地 鳴門市大麻町東馬詰字寅開14番地 

代表者 会長 廣瀬 真樹 

主な組織の事

業内容（注1） 

●事業内容：果樹・水稲・露地野菜等の生産及び加工・販

売 

●従事者数：6名（うち女性5名） 

●経営規模：55a（令和5年度） 

      80a(令和6年度より圃場面積の拡大確定) 

●栽培品目：品目：梨栽培、水稲栽培 

 

●主要取引先 

 ①JA徳島北 

 ②JA東とくしま直売所 

 ③JA東とくしま道の駅 

 ④産直市場 

 ⑤一般小売 

 

●圃場の場所 

・鳴門市大麻町内2か所 

 

沿革：本会は、令和3年4月に発足した。 

発足のきっかけは、当会に所属するメンバーから後継者不

足や労力不足の課題相談を受け、解決のために多様な人材

と協働することで、不足を補い新たな農業基盤を確立する

ことを目標に取り組んでいる。本会は発足まもないが、令

和3年度は、JAへの出荷のみであったが、令和4年度には販

路拡大を行い、四国最大級のJAの直売所出品、道の駅出品

民間産直市場と展開した。また、小売もECサイトを通した

販売を行い進物用として販路を拡大した。 

令和5年度において、台風時の落下果樹による廃棄物に悩ま

され、加工品開発を視野に入れて、先行して加工品の販売

先販路を確保した。全農とくしまのECサイトにおいて梨の

加工品が開発完了したのち、掲載販売予定である。 

女性農業者

の人数：5（注

2）人 

 



 

（注1）主な組織の事業内容は、具体的に記載する。 

（注2）構成員の所在地が複数の都道府県に跨る場合、所在する都道府県名をそれぞれ記入すること。 

 

 

２ 事業実施体制 
・担当者A（梨・野菜・米生産管理部門）栽培、販路拡大、商談、出荷、納品 
・担当者B（梨・米生産管理部門）栽培、小売、管理 
・担当者C（梨・野菜・米生産管理部門）栽培、販路拡大補助、商談補助、 
・担当者D（梨・野菜・生産管理部門） 栽培補助、納品、出荷 

・担当者E（梨・生産管理部門） 栽培補助、納品、出荷 

 

 

 

 

 

 

 

（注）実施に必要な関係機関との実施体制を記載する。 

 

３ 女性農業者グループの立ち上げ、グループ活動の開始又は発展のための新たな取組に係る

計画 

（１）地域内で活動する場合（注） 

取組区分 
①商品等開発 ②先進地視察 ③会員募集・農業体験の受入等に係る取組  

④研修会 ⑤マルシェ開催に向けた取組 ⑥その他 

区分番号 時期 内容 
実施回

数 

参加する女

性農業者の

人数 

備考 

 ① 10月～

翌年2月 

 

ア ① 商品開発 

廃棄「梨」を活用した加工品開発

及び試作品評価（味・商品外観・価格

帯・等ヒアリング20サンプル・アンケート30

サンプル実施） 

1回 5人  

       

計  5人  

（注1）取組ごとに具体的に記載すること。また、事業実施主体は、本計画をホームページへ公表する際に

は、「事業費」及び「国庫補助金」の欄を削除すること。 

 （注2）「内容」の欄に取組の実施場所・範囲についても記載すること。 

（注3）「取組区分」から該当する区分番号を選択し、記載すること。 

鳴門農業女子推進会 

（総括・事業実施、 

経理、商品開発） 

商品開発加工事業

者 

試食モニター 

（バイヤー、一般） 

（関係者） 

試食後、開発商品へ

のアンケート実施 



 

 

（２）都道府県を越えた連携・活動が含まれる場合（注） 

取組区分 
①商品等開発 ②先進地視察 ③会員募集・農業体験の受入等に係る取組  

④研修会 ⑤マルシェ開催に向けた取組 ⑥その他 

区分番号 時期 内容 
実施回

数 

参加する女

性農業者の

人数 

備考 

       

       

計    

（注1）取組ごとに具体的に記載すること。また、事業実施主体は、本計画をホームページへ公表する際に

は、「事業費」及び「国庫補助金」の欄を削除すること。 

（注2）「内容」の欄に連携の内容、取組の実施場所・範囲についても記載（都道府県を越える連携・活動

内容について明記）すること。 

（注3）「取組区分」から該当する区分番号を選択し、記載すること。 

 

※必要に応じ、計画の詳細等を記載した資料を添付すること。 

※添付資料のうち、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのURLを記載す

ることにより当該資料の添付を省略することができる。 

※国が必要と求める資料については、求めに応じ、遅滞なく提出しなければならない。 

 ※第２の１の（５）の計画の承認申請においては、本様式中の「（実績）」を削除すること。 


